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現
在
、
中
学
校
卒
業
ま
で
（
₁₅
歳

の
誕
生
日
後
の
最
初
の
₃
月
₃₁
日
ま

で
）
の
お
子
さ
ん
を
養
育
し
て
い
る

方
に
対
し
て
、
児
童
手
当
（
児
童
手

当
法
上
の
所
得
制
限
限
度
額
を
超
過

し
て
い
る
方
に
は
お
子
さ
ん
₁
人
に

つ
き
月
額
₅
、0
0
0
円
の
特
例
給

付
）
を
支
給
し
て
い
ま
す
が
、
児
童

手
当
法
の
改
正
に
伴
い
、
₆
月
₁
日

（
水
）か
ら
制
度
が
一
部
変
更
さ
れ
ま

す
。

﹇
主
な
改
正
内
容
﹈

○ 

特
例
給
付
の
支
給
に
係
わ
る
、
所

得
上
限
限
度
額
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

受
給
者
お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
額

に
よ
り
、
特
例
給
付
の
支
給
が
さ

れ
な
い
方
が
発
生
し
ま
す
。
₆
月

分
（
₁₀
月
支
給
分
）
か
ら
児
童
を

養
育
し
て
い
る
方
の
所
得
が
表
の

②
以
上
の
場
合
、
児
童
手
当
等
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
児
童
手
当
等
が
支
給
さ
れ
な
く
な

っ
た
あ
と
に
所
得
が
表
の
②
を
下
回

っ
た
場
合
、
改
め
て
申
請
手
続
き
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

※
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
の
所
得

が
、
表
の
①
未
満
の
場
合
は
児
童
手

当
を
、
所
得
が
①
以
上
②
未
満
の
場

合
は
特
例
給
付
を
支
給
し
ま
す
。

○ 

令
和
₄
年
度
分
か
ら
、
現
況
届
の

提
出
が
原
則
不
要
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
次
の
事
由
に
該
当
す
る

方
は
引
き
続
き
現
況
届
の
提
出
が

必
要
で
す
。

・
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居
し

て
い
る
方

・
配
偶
者
か
ら
の
Ｄ
Ｖ
等
を
理
由
に
、

住
民
登
録
地
か
ら
避
難
し
、
江
東
区

で
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

・
児
童
の
戸
籍
が
な
い
方

・
そ
の
他
、
区
か
ら
提
出
依
頼
の
あ

っ
た
方

　
な
お
、
別
居
し
て
い
る
配
偶
者
や

お
子
さ
ん
の
住
所
が
変
更
し
た
場
合

や
、
加
入
し
て
い
る
年
金
が
変
更
し

た
場
合
（
共
済
組
合
へ
の
加
入
・
離

脱
を
含
む
）
は
、
変
更
届
の
提
出
が

必
要
で
す
。

　
そ
の
ほ
か
、
詳
細
は
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問▢
こ
ど
も
家
庭
支
援
課
給
付
係
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区
で
は
、
児
童
手
当
を
は
じ
め
と

す
る
各
手
当
の
ほ
か
、
子
ど
も
医
療

費
助
成
等
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
児
童
手
当
と
子
ど
も
医
療
費
助
成

の
申
請
は
、
区
役
所
・
豊
洲
特
別
出

張
所
の
窓
口
の
ほ
か
、
郵
送
（
申
請

書
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
）
や
電
子
申
請
（
政
府
運

営
の
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
内
の
ぴ
っ
た

り
サ
ー
ビ
ス
（

https://app.
oss.myna.go.jp/Application/
search/

））
で
も
受
付
が
で
き
ま
す
。

そ
の
他
の
手
当
は
、
区
役
所
の
窓
口

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
豊
洲
特
別

出
張
所
で
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
）。

各
手
当
お
よ
び
、
ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
助
成
に
は
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
。

　
各
手
当
は
申
請
日
の
翌
月
分
か
ら

の
支
給
と
な
り
ま
す
。
詳
細
は
、
区

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問▢
こ
ど
も
家
庭
支
援
課
給
付
係
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児
　童
　手
　当

人▢
日
本
に
居
住
し
て
い
る
₁₅
歳
に

達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
₃
月
₃₁
日

ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
親
ま

た
は
養
育
者

﹇
手
当
額
（
月
額
）﹈

○ 

₃
歳
未
満
：
1
5
、0
0
0
円

○ 

₃
歳
〜
小
学
校
修
了
前
（
第
₁
子

・
第
₂
子
）：
1
0
、0
0
0
円

○ 

₃
歳
〜
小
学
校
修
了
前
（
第
₃
子

以
降
）：
1
5
、0
0
0
円

○ 

中
学
生
：
1
0
、0
0
0
円

※
₆
月
₁
日
か
ら
制
度
が
一
部
変
更

さ
れ
ま
す
。
所
得
制
限
限
度
額
な
ど

に
つ
い
て
は
前
記
事
「
児
童
手
当
制

度
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
医
療
費
助
成

人▢
₁₅
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
₃
月
₃₁
日
ま
で
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
方

﹇
助
成
範
囲
﹈各
種
健
康
保
険
法
の
定

め
に
よ
る
医
療
機
関
等
に
支
払
う
医

療
費
の
自
己
負
担
分

児
童
育
成
手
当

　
母
子
・
父
子
家
庭
ま
た
は
同
等
の

家
庭
・
障
害
を
有
す
る
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方
が
対
象
で
す
。

育
成
手
当

人▢
₁₈
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
₃
月
₃₁
日
ま
で
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
方
で
、
児
童
が
別
表
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合

﹇
手
当
額
（
月
額
）﹈

　
₁
人
に
つ
き
1
3
、5
0
0
円

障
害
手
当

人▢
障
害
を
有
す
る
₂₀
歳
未
満
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
方
で
、
児
童
が

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

○ 

身
障
手
帳
₁
・
₂
級
程
度
の
児
童

○ 

愛
の
手
帳
₁
〜
₃
度
程
度
の
児
童

○ 

脳
性
ま
ひ
、
進
行
性
筋
萎
縮
症
の

児
童

﹇
手
当
額
（
月
額
）﹈

　
₁
人
に
つ
き
1
5
、5
0
0
円

児
童
扶
養
手
当

人▢
₁₈
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
₃
月
₃₁
日
ま
で
の
児
童
、
ま
た
は

₂₀
歳
未
満
で
中
度
以
上
の
障
害
を
有

す
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
、
母

ま
た
は
養
育
者
で
、
児
童
が
別
表
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

﹇
手
当
額
（
月
額
）﹈

○ 

₁
人
目
：
1
0
、1
6
0
〜
4
3
、

0
7
0
円

○ 

₂
人
目
：
5
、0
9
0
〜
1
0
、1

7
0
円
を
加
算

○ 

₃
人
目
以
降
：
₁
人
に
つ
き
3
、

0
5
0
〜
6
、1
0
0
円
を
加
算

特
別
児
童
扶
養
手
当

人▢
障
害
を
有
す
る
₂₀
歳
未
満
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
方
で
、
児
童
が

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

○ 

身
障
手
帳
₁
〜
₃
級
程
度
の
児
童

○ 

愛
の
手
帳
₁
〜
₃
度
程
度
の
児
童

○ 

長
期
間
安
静
を
要
す
る
病
状
ま
た

は
精
神
の
障
害
に
よ
り
日
常
生
活

に
著
し
い
制
限
を
受
け
る
児
童

﹇
手
当
額
（
月
額
）﹈

○ 
重
度
（
身
障
手
帳
₁
・
₂
級
、
愛

の
手
帳
₁
・
₂
度
程
度
）
の
児
童

　
₁
人
に
つ
き
5
2
、4
0
0
円

○ 

中
度
（
身
障
手
帳
₃
級
、
愛
の
手

帳
₃
度
程
度
）
の
児
童

　
₁
人
に
つ
き
3
4
、9
0
0
円

ひ
と
り
親
家
庭
等 

 

医
療
費
助
成

人▢
₁₈
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
₃
月
₃₁
日
ま
で
の
児
童
、
ま
た
は

₂₀
歳
未
満
で
中
度
以
上
の
障
害
を
有

す
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
、
母

ま
た
は
養
育
者
で
、
児
童
が
別
表
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

﹇
助
成
範
囲
﹈各
種
健
康
保
険
法
の
定

め
に
よ
る
医
療
機
関
等
に
支
払
う
医

療
費
の
自
己
負
担
分
（
世
帯
の
課
税

状
況
に
応
じ
そ
の
一
部
ま
た
は
全

部
）

　
₅
月
₅
日
「
こ
ど
も
の
日
」
か
ら

始
ま
る
「
児
童
福
祉
週
間
」
は
、
こ

ど
も
や
家
庭
、
こ
ど
も
の
健
や
か
な

成
長
に
つ
い
て
国
民
全
体
で
考
え
る

こ
と
を
目
的
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
区
で
は
基
本
構
想
で
掲
げ
る
「
未

来
を
担
う
こ
ど
も
を
育
む
ま
ち
」
を

目
指
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
ま
す
。

現
代
社
会
の
子
育
て

　
核
家
族
化
が
進
み
、
地
域
の
つ
な

が
り
が
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
代

社
会
に
お
い
て
、
こ
ど
も
を
育
て
る

こ
と
は
、
時
に
困
難
を
伴
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
今
般
の
コ
ロ
ナ

禍
に
お
い
て
、
人
々
の
移
動
や
ふ
れ

あ
い
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、

子
育
て
世
代
を
と
り
ま
く
環
境
は
厳

し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
ど
も
と
一
緒
に
遊
べ
る
場
所

　「
児
童
館
」は
区
内
に
₁₈
か
所
あ
り
、

₀
歳
か
ら
₁₈
歳
ま
で
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
乳
幼
児
と
そ
の
保
護

者
を
対
象
と
し
た
「
子
育
て
ひ
ろ
ば

事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
感
染

症
対
策
を
取
り
な
が
ら
情
報
交
換
を

し
た
り
、
同
世
代
の
こ
ど
も
た
ち
と

の
び
の
び
と
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
区
内
の
「
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン

タ
ー
」
は
、
₀
歳
か
ら
親
子
で
遊
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
す
。
₄
月
に
は
「
亀

戸
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
」、

₅
月
に
は
、「
こ
ど
も
プ
ラ
ザ
」
内
に

「
住
吉
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ

ー
」
が
開
設
し
区
内
₈
か
所
に
な
り

ま
す
。

　「
こ
ど
も
プ
ラ
ザ
」
で
は
、
妊
娠
期

か
ら
₁₈
歳
ま
で
を
対
象
と
し
た
こ
ど

も
の
た
め
の
新
拠
点
と
し
て
、
育
児

講
座
や
ス
ポ
ー
ツ
大
会
、
地
域
一
体

の
祭
り
な
ど
各
種
イ
ベ
ン
ト
も
開
催

予
定
で
す
。

　
ぜ
ひ
お
近
く
の
「
児
童
館
」「
子
ど

も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
各
施
設
の
催
し
物
等
の

情
報
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問▢
こ
ど
も
家
庭
支
援
課
こ
ど
も
家

庭
係
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表

○父母が離婚した児童　
○母が未婚で出生した児童　
○父または母が死亡・生死不明の児童　
○父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童　
○父または母が裁判所等からのDV保護命令を受けた児童　
○父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童　
○ 父または母に重度の障害がある児童（障害の内容によっ

ては該当しない場合あり）

［改正後］所得制限限度額表・所得上限限度額表
扶養親族等の数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額

0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円

※ 扶養親族等の数は、税法上の同一生計配偶者および扶養親
族の数をいいます。　

※ 扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円（同一
生計配偶者（70歳以上の方に限ります。）または老人扶養親
族である場合は44万円）を加算した額となります。


